
 

第４次愛西市男女共同参画プラン　令和４年度実施計画

基本目標１　ひとりひとりの意思を尊重する意識を育てる

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

人権の意識を高めるための
情報発信

社会福祉課
公共施設の窓口に人権問題に関するパンフレット等を常設する。人権週
間に合わせ、市人権擁護委員による啓発活動を行う。

啓発回数 年1回

人権の学びの場の提供 生涯学習課
生涯学習において人権問題をテーマに講演会・講座等を開催するととも
に、人権に関する研修会への参加を促進する。

人権問題をテーマに
講演会・講座等を開
催

年1回

保育園児等に対する人権を
育む活動の推進

社会福祉課
市人権擁護委員が保育園・幼稚園等を訪問し、人権の心を育むための活
動を行う。

啓発回数 年1回

学校教育課
人権週間において児童生徒へ授業の実施及び教職員の講演会へ参加し推
進を図る。

道徳の授業実施
教職員の講演会への
参加

実施校
70％以上

社会福祉課
人権週間を機会に、人権集会を開催するなど、市内の小中学校におい
て、人権尊重の精神を培う授業や行事等を実施する。

啓発回数 年1回

男女共同参画に関する啓発
活動の推進

市民協働課 男女共同参画社会やジェンダーに関する情報を広報等で発信する。
広報紙等での啓発回
数

年3回

男女共同参画に関する講演
会等の開催

市民協働課 講演会を開催し、市民の意識啓発を図る。
参加者アンケートの
理解度

70%
以上

性的少数者を理解するため
の情報発信

市民協働課 性的少数者を理解するための情報発信の内容や手段について検討する。 内容と手段の決定 ―

多様な性を理解する授業の
実施

学校教育課
小学校高学年以上の児童生徒を対象に授業で取り扱うことで充実を図
る。

各学年での実施授業
回数

実施校
70％以上

学校教育課 全児童生徒を対象に授業で取り扱うことで充実を図る。
各学年での実施授業
回数

実施校
70％以上

子育て支援課 男女共同参画に関する内容を含む研修を行い、理解を深める。
絵本等での読み聞か
せや講演会の実施

年1回程度

保育や学校教
育における男
女共同参画の
推進

教職員等指導者による男女共
同参画の意識をもった教育の
実施

学校教育課 教職員を対象に各校において校内研修会を実施する。
校内研修会の実施の
有無

実施校
70％以上

人権意識啓発事業の推進

人権を
育む啓
発・活
動の充
実

学校等における男女共同参
画を推進する教育の充実

男女共同
参画に関
する広
報・啓発
の充実

多様な
性の理
解促進

保育や学
校教育に
おける男
女共同参
画の推進



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

教職員等指導者による男女共
同参画の意識をもった教育の
実施

子育て支援課 男女共同参画に関する内容を含む研修に参加し、理解を深める。
研修案内を速やかに
通知し、積極的な参
加を促す。

年2回程度

学校教育課 保護者を対象に講演会等の啓発を行う。 啓発の実施
実施校

70％以上

市民協働課 保護者に対する働きかけの方法を検討する。 方法の決定 ―

男女共同参画に関する情報
発信

市民協働課 男女共同参画の知識を得られるように、ホームページを充実させる。 掲載テーマ数 3件

図書館における男女共同参
画に関するコーナーの充実

生涯学習課
男女共同参画週間等に、男女共同参画に関するコーナーを設置し、関連
図書の充実を図り、市民に関心を持ってもらう機会を作る。

男女共同参画週間等に、
男女共同参画に関する
コーナーを設置

年１回

なりたい自分になるための
支援

学校教育課 キャリア教育及び道徳を通じて支援する。 関連授業の実施
実施校

70％以上

基本目標２　支え合い、だれもが参画できる環境をつくる

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

（保険年金課）愛西市国民健康保険運営協議会への女性委員の登用
委員に占める女性の
割合

1人以上

（市民協働課）委員改選において、委員の男女比に差が生じないよう配
慮する。

－ －

市民協働課 市の女性登用の状況をとりまとめ、国・県の調査に報告する。 － 実施

経営企画課 女性委員の登用状況を調査し公表する。 調査及び公表 年１回

保護者に対する男女共同参
画推進の働きかけ

男女共
同参画
に関す
る学習
機会の
充実

保育や
学校教
育にお
ける男
女共同
参画の
推進

事務局を担う
課（保険年金
課、産業振興
課、市民協働
課）

（産業振興課）改選時において、女性委員の登用が推進されるよう配慮
する。

女性委員の割合 30%
審議会、委員会等への女性
委員登用の推進

審議
会、委
員会等
への女
性の登
用推進

審議会、委員会等への女性
委員登用の推進

審議
会、委
員会等
への女
性の登
用推進



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

女性人材の活用 市民協働課
県が行う人材育成セミナーへの受講生推薦や、人材育成セミナー修了者
のリスト整備を行う。

－ －

女性をはじめ多様な人材の
市議会への参画の促進

議事課 ハラスメント防止についての啓発を行う。 議員向け啓発 年1回

市の管
理職な
どへの
女性の
登用推
進

市の管理職への女性登用推
進

人事課 女性活躍に関する外部の研修を案内し、職員の参加を促す。 参加者数 2人

地域活動等への参画の働き
かけ

市民協働課 地域コミュニティに対する働きかけの方法を検討する。 方法の決定 －

市民リーダーの育成 市民協働課
ホームページへの掲載やチラシの配置などで、リーダー育成セミナー等
の情報提供を行う。

情報提供数 年1回

女性団体の支援 生涯学習課
婦人会等の団体の活動を支援し、活性化を図る。また、会員の高齢化が
進む中、若い世代の活動への参画を促進するため、各種イベント等の開
催や啓発を行う。

婦人会活動への支援
（補助金等）

会員数の増
加（現在：
224名）

老人クラブ連合会女性委員
会の支援

高齢福祉課 4地区の老人クラブ連合会に補助金を交付する。 － －

防災対策における男女共同
参画の推進

危機管理課
計画・立案の段階から防災分野における男女共同参画を推進するため、
防災会議委員の一定割合を女性とする。

防災会議委員におけ
る女性割合

25％以上

消防団活性化事業の推進
消防本部
総務課

市内開催イベント等にて消防団加入啓発活動を行う。
女性消防団員の加入
数（人）

7人

事業主に対する法制度に関
する周知・啓発

産業振興課 法制度に関する情報を広報等で発信する。 広報等での啓発回数 年4回以上

働く男女への情報提供 産業振興課 労働条件に関する情報を広報等で発信する。 広報等での啓発回数 年4回以上

女性農業者の労働環境の整
備

産業振興課 労働環境の整備に関する情報を広報等で発信する。 広報等での啓発回数 年4回以上

地域活
動等へ
の参画
の推進

審議
会、委
員会等
への女
性の登
用推進

男女共同
参画の視
点に立っ
た防災の
推進

多様な
働き方
と労働
環境の
整備



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

多様な働
き方と労
働環境の
整備

家族とともに労働に従事す
る女性への情報提供

産業振興課 労働環境の改善に向けた情報を広報等で発信する。 広報等での啓発回数 年4回以上

市民協働課 両立支援制度に関する情報を広報等で発信する。 情報発信回数 年1回

人事課
子育て等と仕事の両立支援の充実について、新規採用職員向けに説明会
を実施する。

参加者数 14人

家庭生活における男女共同
参画の促進

市民協働課 男性の家事参加等をテーマに講演会を開催する。 男性の参加割合 20%

妊娠期の教室の実施 健康推進課
父親が参加しやすく、具体的に役割が理解できるよう休日を含んだ教室
開催をする。

妊娠期の教室の参加
率

45%

保育サービスの充実 子育て支援課 保護者の意向に添った保育を提供できるよう保育士の確保に努める。
潜在保育士等再就職
支援相談会の実施

年1回

子育て支援事業の充実 子育て支援課
子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合拠点事業の機能を整理
し、相談しやすい体制づくりをする。

あいさいっ子相談室
(基本型)相談件数

10％増加

放課後児童クラブ事業の充
実

子育て支援課
長期休みの利用者に対し、希望に沿った放課後児童クラブの利用ができ
るようにする。

放課後児童クラブ利
用希望者が利用でき
た割合

100%

児童手当等支援の充実 子育て支援課 対象者に確実に児童手当を支給する。
対象者が児童手当を
受けている割合

100%

市民協働課 両立支援制度に関する情報を広報等で発信する。 情報発信回数 年1回

人事課
子育て等と仕事の両立支援の充実について、新規採用職員向けに説明会
を実施する。

参加者数 1４人

家庭生活における男女共同
参画の促進【再掲】

市民協働課 男性の家事参加等をテーマに講演会を開催する。 男性の参加割合 20%

子育
て・介
護と仕
事の両
立支援
の充実

両立支援制度の定着促進

両立支援制度の定着促進
男性の
家庭や
地域活
動への
参画促
進



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

市民協働課 両立支援制度の情報発信を行うことで取得促進につなげる。 情報発信回数 年1回

人事課
子育て等と仕事の両立支援の充実について、新規採用職員向けに説明会
を実施する。

参加者数 14人

産業振興課 女性の職業能力向上を図る各種研修に関する情報を広報等で発信する。 広報等での啓発回数 年4回以上

市民協働課 関係機関が行う各種研修について情報発信を行う。 情報発信数 年1回

産業振興課
事業主に対して、ポジティブアクションの重要性について、広報等で発
信する。

広報等での啓発回数 年4回以上

市民協働課
女性活躍推進計画一般雇用主行動計画策定義務企業の策定状況を調査す
る。

実施

就労に関する情報提供・相
談の充実

産業振興課 関係機関が行う就労支援に関する情報を広報等で発信する。 広報等での啓発回数 年4回以上

産業振興課
就職フェア等に参加する事業所に対して、再チャレンジする女性の採用
の働きかけを行う。

働きかけを行った事
業所数

5件

市民協働課
県と連携し、再就職を考えている女性を対象に、カウンセラーによる出
張相談を行う。

出張相談開催数 年1回

女性の起業支援 産業振興課 創業支援セミナーを開催し、女性の起業支援を行う。 セミナーの開催回数 年3回以上

市民協働課
ハラスメント、性犯罪予防に関する情報発信を行うとともに相談窓口に
ついて周知する。

情報発信回数 年1回

学校教育課
教職員を対象に各校において校内研修会を実施するとともに児童生徒に
対しても啓発機会を設ける。

校内研修会の実施及
び児童生徒への啓発
の有無

実施校
70％以上

男性の育児休業取得促進の
働きかけ

男性の家
庭や地域
活動への
参画促進

女性の
職業能
力開
発・向
上のた
めの支
援

女性の職業能力向上を図る
各種研修の情報提供

事業主に対しての、ポジ
ティブアクションの重要性
についての周知

女性の
再就
職・再
雇用の
支援

女性の再就職の支援など雇
用環境の整備促進

ハラスメント、性犯罪等の
予防に関する広報、啓発活
動の推進

様々な
ハラス
メント
防止へ
の促進



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

人事課
ハラスメントに関する報告・相談先について、窓口を人事課に設置す
る。

設置の有無 設置済

消防本部
総務課

ハラスメント発生時の相談窓口の利用を職員へメッセージ等で周知す
る。

職員への案内回数 年2回

基本目標３　すべての人が安心して暮らせるまちにする

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

ＤＶの防止に関する広報・
啓発活動の推進

社会福祉課
ＤＶに関するパンフレットを配布し、ＤＶに関する市民の意識を高める
とともに、被害者の早期相談を促すために広報等での啓発活動を推進す
る。

広報等での啓発回数 年3回

市民協働課
ハラスメント、性犯罪予防に関する情報発信を行うとともに相談窓口に
ついて周知する。

情報発信回数 年1回

学校教育課
教職員を対象に各校において校内研修会を実施するとともに児童生徒に
対しても啓発機会を設ける。

校内研修会の実施及
び児童生徒への啓発
の有無

実施校
70％以上

ＤＶに関する相談体制の充
実

社会福祉課
市の相談窓口と関連機関との連携を図り、ＤＶの被害者の相談事業を実
施する。ネットワークの構築や女性相談員の設置等を検討し、相談対応
の質の向上を図る。

相談件数 15件

社会福祉課
ＤＶの内容により、被害者を一時保護し、加害者から離れて自立して生
活できるように、関係機関と連携し、施設の入所や就職の斡旋等を行
う。

保護件数 1件

子育て支援課
ケースがあれば、関係機関と調整し、相談対応・適切な自立への環境づ
くりを支援する。

施設入所を希望した
ケースが施設入所で
きた割合

100%

人権相談窓口の充実 社会福祉課 市の人権擁護委員による人権相談を市内４会場において実施する。 人権相談開設回数 年12回

子育て支援課
子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合拠点事業の機能を整理
し、相談しやすい体制づくりをする。

あいさいっ子相談室
(基本型)相談件数

10％増加

社会福祉課 関係機関と連携し、未然防止に努める。 ー ー

学校教育課 児童生徒の様子を注視し、関係機関と連携しながら未然防止に努める。 なし なし

市職員のハラスメントに対
する相談窓口の設置

ＤＶ理
解のた
めの広
報・啓
発の推
進

ハラスメント、性犯罪等の
予防に関する広報、啓発活
動の推進【再掲】

様々な
ハラス
メント
防止へ
の促進

ＤＶ被
害者の
支援体
制の充
実

被害者女性の保護・自立へ
の支援

児童虐
待の支
援体制
の強化

児童虐待の未然防止・早期
発見及び関係機関との連携
強化



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

健康推進課 健康教育事業、健康相談を行う。
健康教育、健康相談
の開催数

年24回

保険年金課
①受診勧奨通知事業の実施
②健診結果を見直し生活習慣の改善に向けた取り組みを周知する。

①受診率
②実施回数

①50％
②5回

健康推進課
男女がお互いの性と心と身体の健康について理解し、尊重しあうことが
できるような情報提供として思春期における健康教育を行う。

市内全小中学校での
実施

100%

学校教育課
小学校高学年以上の児童生徒を対象に授業で取り扱うことで正しい理解
の普及を図る。

各学年での実施授業
回数

実施校
70％以上

女性特有の病気の予防対策
の推進

健康推進課
新規受診者増加を目的とした受診勧奨に努め、申し込みのしやすさ、受
診のしやすさにつながる環境づくりを行う。

乳がん検診及び子宮
がん検診の受診率

50%

心の健康の充実 健康推進課
こころの健康相談及びこころの体温計は継続していく。高齢者の睡眠の
講演会を介護サービス従事者及び介護支援専門員を対象に実施する。

睡眠の講演会の開催 年1回

妊娠・出産から子育てまで
の切れ目ない支援

健康推進課
母子健康手帳交付時にすべての妊婦を対象に面接を行い、個々に合わせ
た妊娠・出産から子育てに関する応援プランを作成する。

母子健康手帳交付時
に子育て応援プラン
を作成した割合

100%

妊婦・乳幼児健康診査の実
施

健康推進課
妊娠中の健康診査及び乳幼児健康診査の実施により、対象の異常の早期
発見に努め、医療機関との連携を図り切れ目ない支援を行う。

妊婦健康診査受診率
3か月児健診受診率

85％
100％

健康推進課
相談しやすい環境づくりに努め、保健師・管理栄養士・歯科衛生士によ
る相談及び教育事業を開催する。

育児相談の開催 年24回

子育て支援課
児童館での事業を協働して実施・支援し、地域の子育て支援機関を知る
機会を提供する。

児童館でのべビー
マッサージ事業実施
回数

年6回

ひとり親家庭の相談・支援
の充実

子育て支援課 母子父子自立支援員について知る機会をつくる。 広報、HP掲載 年1回

子育て支援課 児童扶養手当、遺児手当を対象者に確実に支給する。 － －

保険年金課 医療費の助成に関する情報を広報等で発信する。
広報誌ホームページ
での記事の掲載回数

年2回

心と体
の健康
づくり
の支援

健康の自己管理の充実

男女の性（思春期を含む）
と健康についての啓発

妊娠
期・乳
幼児期
の健康
づくり
の支援

相談および教育事業の実施

ひとり親家庭への経済的支
援

ひとり
親家庭
への自
立した
生活に
対する
支援



 

取組 担当課 今年度の取組 指標の項目 目標

ひとり親
家庭への
自立した
生活に対
する支援

母子家庭への自立支援 子育て支援課 相談者に必要な情報提供をする。
貸付制度の周知
(広報、チラシ設
置・配布)

年2回程度

家族介護者への支援の充実 高齢福祉課
介護をしている家族の交流や情報交換の場として、家族介護者のつどい
を実施し、家族介護者への支援を行う。

参加者数 24人

認知症への理解と予防に関
する支援の充実

高齢福祉課
地域において認知症への誤解や偏見を解消し、正しい理解が広がるよ
う、認知症サポーターの養成や講演会などを実施する。

参加者アンケートの
理解度

70%以上

介護保険サービス等の充実 高齢福祉課
利用に向けて情報提供を行うとともに、在宅における介護の負担を軽減
できるよう介護保険サービスの充実を図る。また、ケアマネジャー等と
連携して、サービスの周知に努める。

－ －

介護保険事業計画・高齢者
福祉計画の推進

高齢福祉課 地域住民主体の支援活動を実施する団体に補助金を交付する。
住民主体型サービス
の実施団体数

22団体

障害者計画・障害福祉計
画・障害児福祉計画の推進

社会福祉課
障害者の社会参加を進め、自立した生活が送れるよう障害の程度に応じ
た適切な障害福祉サービスの提供を推進する。

－ －

（市民課）窓口業務の外国語対応を実施する。
ポケトークによる外
国語の受付対応

随時

（保険年金課）国民健康保険、後期高齢者医療の制度等周知をするため
外国語版パンフレットを窓口に用意する。

外国語版パンフレッ
トの作成等

随時

（危機管理課）愛西市防災ハンドブックやハザードマップは、
「Catalog Pocket」のサイト（ホームページからのリンク有）、アプ
リを使用して英語など９言語に翻訳して見ることができることを、出前
講座等で周知する。

出前講座等での周知
回数

5回以上

（環境課）ごみ分別促進アプリ(多言語対応)「さんあーる」の啓発を行
う。

広報誌での記事の掲
載回数、HP掲載、
転入時配付

年2回

日本語習得、文化・慣習の
理解の支援

経営企画課 日本語教室を開催する。 開催回数 年３３回

全課（市民
課、保険年金
課、危機管理
課、環境課）

高齢
者・障
害者の
自立し
た生活
に対す
る支援

外国人
住民の
生活に
対する
支援

外国人住民への情報提供


